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(57)【要約】
【課題】従来の建築物に比べて大スパンの梁間寸法によ
る施工が可能であり、建築物の内部に広い空間を確保す
ることができるとともに、施工期間や施工コストを削減
することができる大スパン構造建築物を提供すること。
【解決手段】複数の基礎１の上部に夫々柱２が立設され
、該柱間に梁３が架設されてなる建築物であって、前記
梁がＨ型鋼４の上下フランジ間を波形状のラチス５で接
続した合成梁からなることを特徴とする大スパン構造建
築物とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基礎の上部に夫々柱が立設され、該柱間に梁が架設されてなる建築物であって、
前記梁がＨ型鋼の上下フランジ間を波形状のラチスで接続した合成梁からなることを特徴
とする大スパン構造建築物。
【請求項２】
　前記基礎は建築物の外周に沿う部分にのみ設置され、建築物の中央部においては基礎、
地中梁、柱が設けられていないことを特徴とする請求項１記載の大スパン構造建築物。
【請求項３】
　前記合成梁は、Ｈ型鋼のフランジとラチスとが溶接されて構成されており、
　前記ラチスを構成するラチス材は、隣り合うラチス材の先端面同士が略平行になるよう
に且つ隙間を有するように配置されており、
　前記溶接が、各ラチス材の端部において、該ラチス材と前記フランジとの対向面同士の
隙間及び前記先端面同士の間の隙間を埋めるようになされていることを特徴とする請求項
１又は２記載の大スパン構造建築物。
【請求項４】
　前記複数の基礎は地中梁により接続されていることを特徴とする請求項１乃至３いずれ
かに記載の大スパン構造建築物。
【請求項５】
　前記基礎が地中に打ち込まれた杭からなり、
　前記柱の下端部にベースプレートが接合され、該ベースプレートが中間プレートを介し
て前記杭の杭頭に接合された杭頭プレートと接合されていることを特徴とする請求項１乃
至３いずれかに記載の大スパン構造建築物。
【請求項６】
　前記基礎が地中に打ち込まれた杭からなり、
　該杭の断面よりも大きな中空断面を有する管状カバーがその下方部を該杭の上端部に被
せて立設され、前記管状カバーの上方部に前記柱の下端部が配置されるとともに、該管状
カバーの内部にコンクリート又は高強度樹脂モルタルが充填されていることを特徴とする
請求項１乃至３いずれかに記載の大スパン構造建築物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、従来の建築物に比べて大スパンの梁間寸法による施工を可能とした大スパン
構造建築物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１７は従来の中高層建築物の一般的な構造を示す図であり、左下図は基礎部分の平面
図、上図はＡ－Ａ’断面図、右図はＢ－Ｂ’断面図である。
　図１７に示すように、従来の中高層建築物は、建築物の周囲及び内部の領域に所定間隔
で基礎（３０）や地中梁（３１）が設けられ、基礎（３０）の上部には夫々柱（３２）が
立設され、柱（３２）同士の間がＨ形鋼からなる梁（３３）により接合されている構造を
有するものが一般的であった。
　しかしながら、このような従来の建築物では、梁の強度の関係から梁間のスパンをあま
り大きくとることはできない。そのため、建築物の内部領域（３４）にも多数の柱（３２
）が存在することとなり、建築物の内部に遮るものが無い広い空間を確保することは困難
であった。
　また、建築物の内部領域に基礎（３０）や地中梁（３１）を設けるための工事、例えば
掘削工事、地業、型枠工事、鉄筋工事、コンクリート工事等が必要であり、その分だけ施
工期間や施工コストが嵩んでいた。
【０００３】
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　一方、本願出願人は、下記特許文献１において、大スパンの梁間寸法での施工を可能と
する技術を開示している。
　この開示技術は、軸方向に補強材を内在したコンクリート梁を使用したものであって、
補強材として、炭素繊維又は玄武岩繊維を合成樹脂で固めた軸材を三次元立体トラス構造
に組み合わせた構造材を使用している。
【０００４】
　この開示技術は、梁の強度が向上するため、大スパンの梁間寸法での施工が可能となる
点で優れたものであったが、梁として特殊な構造材を内在させた梁を使用するため、材料
コストが高くなるとともに施工性が低下するという問題があった。
　また、この開示技術は、既存の店舗の上部に構造物を構築する技術であるため、低層階
においては従来の建築物と同様に建築物の内部領域には多数の柱がそのまま存在しており
、建築物の内部に遮るものが無い広い空間を確保することはできなかった。
　更に、従来の建築物と同様に建築物の内部領域には基礎や地中梁が設けられているため
、建築物全体として施工期間や施工コストを削減することはできなかった。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３５３２４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記したような従来技術の問題点を解決すべくなされたものであって、従来の
建築物に比べて大スパンの梁間寸法による施工が可能であり、建築物の内部に広い空間を
確保することができるとともに、施工期間や施工コストを削減することができる大スパン
構造建築物を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に係る発明は、複数の基礎の上部に夫々柱が立設され、該柱間に梁が架設され
てなる建築物であって、前記梁がＨ型鋼の上下フランジ間を波形状のラチスで接続した合
成梁からなることを特徴とする大スパン構造建築物に関する。
【０００８】
　請求項２に係る発明は、前記基礎は建築物の外周に沿う部分にのみ設置され、建築物の
中央部においては基礎、地中梁、柱が設けられていないことを特徴とする請求項１記載の
大スパン構造建築物に関する。
【０００９】
　請求項３に係る発明は、前記合成梁は、Ｈ型鋼のフランジとラチスとが溶接されて構成
されており、前記ラチスを構成するラチス材は、隣り合うラチス材の先端面同士が略平行
になるように且つ隙間を有するように配置されており、前記溶接が、各ラチス材の端部に
おいて、該ラチス材と前記フランジとの対向面同士の隙間及び前記先端面同士の間の隙間
を埋めるようになされていることを特徴とする請求項１又は２記載の大スパン構造建築物
に関する。
【００１０】
　請求項４に係る発明は、前記複数の基礎は地中梁により接続されていることを特徴とす
る請求項１乃至３いずれかに記載の大スパン構造建築物に関する。
【００１１】
　請求項５に係る発明は、前記基礎が地中に打ち込まれた杭からなり、前記柱の下端部に
ベースプレートが接合され、該ベースプレートが中間プレートを介して前記杭の杭頭に接
合された杭頭プレートと接合されていることを特徴とする請求項１乃至３いずれかに記載
の大スパン構造建築物に関する。
【００１２】
　請求項６に係る発明は、前記基礎が地中に打ち込まれた杭からなり、該杭の断面よりも
大きな中空断面を有する管状カバーがその下方部を該杭の上端部に被せて立設され、前記
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管状カバーの上方部に前記柱の下端部が配置されるとともに、該管状カバーの内部にコン
クリート又は高強度樹脂モルタルが充填されていることを特徴とする請求項１乃至３いず
れかに記載の大スパン構造建築物に関する。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に係る発明によれば、梁がＨ型鋼の上下フランジ間を波形状のラチスで接続し
た合成梁からなることにより、梁の強度が高くなって建築物の構造耐力が大幅に向上し、
大スパンの梁間寸法での施工が可能となる。そのため、建築物の中央部（内部領域）にお
ける基礎や柱の数を少なくすることができ、建築物の内部に広い空間を確保することが可
能となる。また、建築物の中央部に基礎や地中梁を設けるための工事を減らすことができ
、施工期間や施工コストを削減することが可能となる。更に、既存のＨ型鋼を利用した簡
易な構造の梁を使用するため、材料コストを抑えることができ施工性が低下することもな
い。また、梁の強度が大きく向上するため、通常のビルドＨ型鋼に比べて梁成を小さくで
きる。
【００１４】
　請求項２に係る発明によれば、基礎は建築物の外周に沿う部分にのみ設置され、建築物
の中央部においては基礎、地中梁、柱が設けられていないため、建築物の内部に遮るもの
が無い広い空間を確保することが可能となる。また、建築物の中央部に基礎や地中梁を設
けるための工事が不要となるため、施工期間や施工コストを大幅に削減することが可能と
なる。
【００１５】
　請求項３に係る発明によれば、合成梁がＨ型鋼のフランジとラチスとが溶接されて構成
されており、ラチスを構成するラチス材が隣り合うラチス材の端面同士が略平行になるよ
うに且つ隙間を有するように配置されており、溶接が、各ラチス材の端部において、該ラ
チス材とフランジとの対向面同士の隙間及び端面同士の間の隙間を埋めるようになされて
いることにより、Ｈ形鋼とラチスとの接合強度を大幅に高めることができ、合成梁の強度
を大きく向上させることが可能となる。
【００１６】
　請求項４に係る発明によれば、複数の基礎が地中梁により接続されていることにより、
柱脚の回転が拘束されると同時に、水平力、地盤反力及び不同沈下による応力への抵抗力
が向上し、基礎の数を削減しながらも高い耐震性を備えた建築物を得ることができる。
【００１７】
　請求項５に係る発明によれば、基礎が地中に打ち込まれた杭からなり、柱の下端部にベ
ースプレートが接合され、該ベースプレートが中間プレートを介して杭の杭頭に接合され
た杭頭プレートと接合されていることにより、地中梁を設けることなく少ない基礎の数で
不同沈下が起こりにくく高い耐震性を備えた建築物を得ることができる。また、柱が地中
梁やフーチング等のコンクリート構造物を介することなく杭と接続されることにより、施
工期間を短縮することが可能となる。
【００１８】
　請求項６に係る発明によれば、基礎が地中に打ち込まれた杭からなり、該杭の断面より
も大きな中空断面を有する管状カバーがその下方部を該杭の上端部に被せて立設され、管
状カバーの上方部に柱の下端部が配置されるとともに、該管状カバーの内部にコンクリー
ト又は高強度樹脂モルタルが充填されていることにより、建築物の耐震強度を高めること
ができる。また、コンクリート基礎の設置が不要となるので、工期の短縮や残土量の削減
を実現することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る大スパン構造建築物の好適な実施形態について、図面を参照しなが
ら説明する。
　図１は本発明に係る大スパン構造建築物を示す図であって、左下図は基礎部分を示す平
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面図、上図はＡ－Ａ’断面図、右図はＢ－Ｂ’断面図である。
【００２０】
　本発明に係る大スパン構造建築物は、地面上に複数の基礎（１）が設けられており、こ
れら複数の基礎（１）の上部には夫々柱（２）が立設され、柱（２）同士の間を繋ぐよう
に梁（３）が架設されている。また、この実施形態においては、基礎（１）同士が地中梁
（９）により接続されている。
　尚、図示していないが、通常の建築物と同様に、梁（３）の上部には床や天井が設けら
れ、柱（２）の側方には壁が設けられる。
【００２１】
　図１に示した本発明に係る大スパン構造建築物は、基礎（１）は建築物の外周に沿う部
分にのみ設置されており、それ以外の部分、即ち建築物の中央部においては基礎が設けら
れておらず、地中梁や柱も設けられていない。
　そのため、本発明に係る大スパン構造建築物では、建築物の外周に沿う部分以外の部分
において、基礎と基礎、柱と柱の間隔が通常の建築物に比べて広くなっており、その結果
、梁（３）が通常の建築物に比べて大きいスパンで架設されている。
【００２２】
　図２は本発明に係る大スパン構造建築物において用いられる梁を示す図である。
　本発明において用いられる梁（３）は、Ｈ型鋼（４）とラチス（５）とを組み合わせた
構造を有しており、具体的には、Ｈ型鋼（４）の左右の側面において上フランジと下フラ
ンジとの間を波形状のラチス（５）で接続した構造をもつ合成梁からなる。
【００２３】
　ラチス（５）は、Ｈ型鋼（４）に対して溶接可能な金属材料、好ましくはＨ型鋼（４）
と同じ鋼材料からなり、Ｈ型鋼（４）に対して溶接一体化されている。
　図３はＨ型鋼（４）とラチス（５）との溶接方法を示す図であり、図２の円内部分の拡
大図である。
　図示の如く、ラチス（５）を構成する個々のラチス材（６）は、Ｈ型鋼（４）のフラン
ジ面に対して４５度の角度で延びており、各ラチス材（６）の先端面はＨ型鋼（４）のフ
ランジ面に対して９０度の角度をなしている。そして、隣り合うラチス材は、その端面同
士が略平行になるように且つ隙間（７）を有するように配置されている。
【００２４】
　Ｈ型鋼（４）の上下フランジとラチス材（６）との溶接は、各ラチス材の端部において
、該ラチス材（６）とＨ型鋼（４）のフランジ（４ａ）との対向面同士の隙間（８）及び
前記端面同士の間の隙間（７）を埋めるようになされている。
　このように、Ｈ型鋼（４）のフランジとラチス材（６）とが、ラチス材（６）の２面（
先端面とＨ型鋼のフランジとの対向面）において溶接されているため、通常の開先溶接や
隅肉溶接のように１面のみで接合した場合に比べて接合強度を大幅に向上させることが可
能となる。
【００２５】
　以上説明したように、本発明において用いられる梁（３）は、Ｈ型鋼（４）の上下フラ
ンジ間を波形状のラチス（５）で接続した合成梁からなるものであって、Ｈ型鋼（４）の
上下フランジ間が三角形の組み合わせからなるトラス構造により連結された構造を有する
ものである。
　そのため、Ｈ型鋼のみからなる一般的な梁に比べて非常に高い強度を有するものとなり
、構造耐力が大幅に向上することから、梁間寸法を従来に比べて大スパンに設定すること
が可能となる。
【００２６】
　これによって、図１に示す如く、基礎（１）を建築物の外周に沿う部分にのみ設置し、
建築物の中央部においては基礎、地中梁、柱を設けない構造を採用することができ、建築
物の内部に遮るものが無い広い空間を確保することが可能となる。また、建築物の中央部
に基礎や地中梁を設けるための工事を減らすことができ、施工期間や施工コストを削減す
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ることも可能となる。
　更に、既存のＨ型鋼を利用した簡易な構造の梁を使用し、特殊な材料を使用しないため
、従来に比べて、構造耐力を大幅に向上させつつ材料コストを抑えることができ、施工性
が低下することもない。
　また、梁の強度が大きく向上するため、通常のビルドＨ型鋼に比べて梁成を小さくでき
るという利点もある。
【００２７】
　尚、本発明においては、建築物の大きさや形状によっては、基礎（１）を建築物の外周
に沿う部分以外の一部分にも設置し、建築物の中央部の一部分にも基礎と柱、必要に応じ
て地中梁を設ける構造を採用することができる。この場合においても、梁（３）を大スパ
ンとすることができるため、中央部に設ける基礎、地中梁、柱の数を従来に比べて大幅に
削減することが可能となる。これにより、広い内部空間の確保、施工期間や施工コストの
削減といった効果を得ることができる。
【００２８】
　図４は本発明に係る大スパン構造建築物における基礎の配置の変更例である。
　図４（ａ）は図１の例と同様に基礎（１）を建築物の外周に沿って（外周を囲うように
）配置するとともに各基礎を独立させた例である。図４（ｂ）は基礎（１）を建築物の外
周に沿う二辺のみに平行に配置するとともに全ての基礎を地中梁（９）により接続した例
である。図４（ｃ）は基礎（１）を建築物の外周に沿う二辺のみに平行に配置するととも
に各基礎を独立させた例である。尚、基礎の配置以外の構成は図１～図３と同様である。
　これらのうち、どの配置を使用するかは、地盤の状況、構造計算により決定する。
【００２９】
　以下、各基礎を独立させた場合（図４（ａ）（ｃ）の場合）における基礎構造について
説明する。
　図５及び図６は各基礎を独立させた場合における基礎構造の第一実施形態を示す図であ
って、図５は分解斜視図、図６（ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図、（ｄ
）は側面図である。
　この基礎構造は、鋼管柱等からなる建築物の柱（２）を、フーチング、地中梁、基礎ス
ラブ等のコンクリート構造体を介することなく、地盤の支持層に達する深さまで打ち込ま
れた鋼管杭等の杭（１０）からなる基礎（１）と接続してなるものである。
【００３０】
　柱（２）の下端部には、該下端面よりも一回り大きい外形を有する鋼板等からなるベー
スプレート（１７）が溶接等の固着手段を用いて接合されている。
　杭（１０）の杭頭には、該杭頭面により一回り大きい外形を有する鋼板等からなる杭頭
プレート（１１）が溶接等の固着手段を用いて接合されている。
　ベースプレート（１７）は、中間プレート（１２）を介して杭頭プレート（１１）と接
合されている。
【００３１】
　ベースプレート（１７）と中間プレート（１２）は、ベースプレート（１７）の下面を
中間プレート（１２）の上面に密接させた状態で、ベースプレート（１７）の上面から柱
（２）の周囲に沿って複数本のアンカーボルト（１８）（図６参照、図５では省略）を下
方に打ち込んで中間プレート（１２）を挿通させることにより固定されている。
　杭頭プレート（１１）と中間プレート（１２）は、杭頭プレート（１１）の上面を中間
プレート（１２）の下面に密接させた状態で、両者を溶接することにより固定されている
。これにより、ベースプレート（１７）と杭頭プレート（１１）とは、中間プレート（１
２）を介して接合されている。
【００３２】
　中間プレート（１２）は、Ｈ型鋼等からなる同じ長さの複数本の鋼材（１３）からなり
、これら複数本の鋼材を断面Ｉ字状となる向きで互いに平行に並べ、並べられた鋼材を接
合することでプレート状とされたものである。
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　複数本の鋼材（１３）を接合する方法としては、単に鋼材間を溶接するのみでもよいが
、更に図示するように、表面に鋼材（１３）の長さ方向と直角方向に補強プレート（１４
）を配置し、この補強プレート（１４）を複数本の鋼材（１３）夫々と溶接する方法を用
いると、高い接合強度を得ることができるため好ましい。
　このようにして得られた中間プレート（１２）の幅方向（鋼材（１３）の幅方向）の両
辺には、幅方向端部の強度を補強するために、鋼板等からなる複数本の補強リブ（１５）
が縦方向に設けられる。
【００３３】
　中間プレート（１２）の大きさや形状は、柱や杭の太さ並びに杭の本数に応じて適宜設
定することができ、鋼材（１３）の本数や長さを変えることで、所要面積の中間プレート
を現場にて容易に得ることができる。
　但し、本発明において用いられる中間プレート（１２）の形態はこれに限定されず、例
えば１枚板のプレートを用いてもよいが、図示のような中間プレート（１２）は１枚板の
プレートに比べて高い剛性や曲げ強度を有するため好適に用いられる。
【００３４】
　図７は第一実施形態の基礎構造の変形例を示す図であって、（ａ）～（ｄ）図において
上方に底面図、下方に正面図が夫々示されている。
　（ａ）図は１本の柱（２）に対して１本の杭（１０）を接続したもの、（ｂ）図は１本
の柱（２）に対して２本の杭（１０）を接続したもの、（ｃ）図は１本の柱（２）に対し
て３本の杭（１０）を接続したもの、（ｄ）図は１本の柱（２）に対して４本の杭（１０
）を接続したもの、である。
　このように、本発明に係る基礎構造においては、１本の柱（２）に対して１本又は複数
本の杭（１０）を接続することができ、１本の柱に接続される杭の本数は、地盤の強度が
弱い場合や支えられる建築物の重量が大きい場合等には増やされる。
【００３５】
　本発明に係る基礎構造において、当該基礎構造によって支持される建築物が中高層建築
物である場合には、図７に示すように、ベースプレート（１７）と中間プレート（１２）
の間に免震機構（１６）を介在させることが好ましい。
　免震機構（１６）としては、免震ゴムや免震ダンパー等の建築物において用いられてい
る公知の免震機構を利用することができる。
【００３６】
　上記構成からなる基礎構造は、以下の工程により得ることができる。
　先ず、杭（２）を地盤の支持層に達する深さまで打設して、設計位置の高さで杭頭部を
水平に調整した後、杭頭に杭頭プレート（１１）を溶接等により接合し、次いで、複数本
の鋼材（１３）を組み合わせて得られた中間プレート（１２）を杭頭プレート（１１）の
上部に設置し、補強プレート（１４）を上面に溶接して中間プレート（１２）を補強する
。
　そして、中間プレート（１２）の上面に、柱（２）の下端部に対して一体に固定された
ベースプレート（１７）をアンカーボルト等により固定することにより、杭（１０）の上
部に柱（２）が一体に接合された基礎構造が得られる。
【００３７】
　このようにして得られる基礎構造は、柱（２）を地盤に支持層まで打ち込んだ杭（１０
）からなる基礎（１）と接続した構造であるため、基礎（１）上に増築される建築物の不
同沈下を防いで充分な耐震性を付与することができる。
　そのため、新たな基礎同士を連結するための地中梁が不要となり、またフーチング、地
中梁、基礎スラブ等のコンクリート構造体を介することなく柱と杭とを接続するので、従
来の杭基礎を用いる場合に比べて施工期間を大幅に短縮することができる。
【００３８】
　図８は、各基礎を独立させた場合における基礎構造の第二実施形態である。
　第二実施形態の基礎構造は、基礎（１）が地中に打ち込まれた杭（２０）からなり、杭
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（２０）の断面よりも大きな中空断面を有する管状カバー（２１）がその下方部を杭（２
０）の上端部に被せて立設されている。そして、管状カバー（２１）の上方部に柱（２）
の下端部が配置されるとともに、管状カバー（２１）の内部にコンクリート又は高強度樹
脂モルタル（２２）が充填されている。
【００３９】
　以下、第二実施形態の基礎構造の構築方法について説明する。
　先ず、図９に示すように、杭（２０）を地中の支持層（２３）に達する深さまで打ち込
む。この杭（２０）は鋼管杭が好適に用いられるが、場所打ち杭を用いることも可能であ
る。
　杭（２０）が鋼管杭である場合には、図１０に示すように、打設された杭（２０）の内
部にコンクリート（２２）を充填する。
【００４０】
　それから、図１１に示すように、杭（２０）の断面よりも大きな中空断面を有する管状
カバー（２１）を杭（２０）の上端部に被せるように立設する。このとき、図示の如く、
杭（２０）の上端部周囲の土を予め除去しておき、この除去部分に管状カバー（２１）を
入れて立設させるようにするとよい。
　管状カバー（２１）としては、杭（２０）よりも大きい肉厚（例えば３～５倍程度）を
有する四角鋼管が好適に用いられる。
　杭（２０）の上端部は地面よりもやや下方位置となるようにし、管状カバー（２１）は
杭（２０）の上端部から所定深さ（例えば杭の外径の１～３倍程度）まで達するように地
中に打ち込み、その後で管状カバー（２１）の周囲に土を埋め戻す（図１２参照）。この
とき、管状カバー（２１）の上端部は地面からやや露出するようにするとよい。
【００４１】
　次いで、図１３に示すように、管状カバー（２１）の内部にベースパック等のアンカー
（２４）を設置し、管状カバー（２１）内にコンクリート（２２）を打設してアンカー（
２４）を管状カバー（２１）内に固定する。このとき、アンカー（２４）の上端部は管状
カバー（２１）の上端面よりも下方位置となるようにし、コンクリート（２２）の上面は
アンカー（２４）の上端部よりも下方位置となるようにするとよい。
【００４２】
　そして、アンカー（２４）の上部に、スタッドジベル（２５）とベースプレート（２６
）とが設けられた柱（２）を建てて（図１４参照）、アンカー（２４）と柱（２）の下端
部に設けられたベースプレート（２６）とをボルト止めにより固定した後、管状カバー（
２１）内の上端部に更に別の管状カバー（２１）を設置して柱（２）の下方部周囲を覆い
、上部と下部の管状カバー（２１）を溶接又は補強プレートにより接合一体化する（図１
５参照）。
　そして、上部の管状カバー（２１）からコンクリート又は高強度樹脂モルタル（２２）
を管状カバー内全体に充填することにより、杭（２０）と柱（２）が強固に一体化固定さ
れる（図８参照）。
【００４３】
　第二実施形態の基礎構造は、柱（２）が支持層まで打ち込まれた杭（２０）と一体化さ
れて立設されるので、高強度の合成梁（３）を用いることと相俟って、増築建物全体の耐
震性を向上させることができる。
【００４４】
　尚、第二実施形態の基礎構造において、構造計算上、基礎梁を入れた方がよい場合には
、鉄骨又は鉄骨コンクリートからなる基礎梁を設けることができる。
　図１６は基礎梁（２７）を設けた状態を示す図であって、図示の如く、角形管状カバー
（２１）の側面に基礎梁（２７）が固定され、これにより隣り合う角形管状カバー（２１
）同士、即ち隣り合う柱（２）同士が基礎梁（２７）により接続される。尚、この基礎梁
（２７）は、実線で示すように地上に設けてもよいし、破線で示すように地中梁としても
よい。
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【００４５】
　本発明では、梁（３）としてＨ型鋼の上下フランジ間を波形状のラチスで接続した合成
梁を用いることに加えて、建築物の外周に沿う部分に設置された基礎（１）の構造として
、上記した第一及び第二実施形態の基礎構造を用いることにより、建築物の中央部におい
て基礎、地中梁、柱が設けられていない構造を採用した場合においても、高い耐震性を有
する建築物を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、広い内部空間を有する建築物を構築するために好適に利用することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明に係る大スパン構造建築物を示す図であって、（ａ）は基礎部分を示す平
面図、（ｂ）はＡ－Ａ’断面図、（ｃ）はＢ－Ｂ’断面図である。
【図２】本発明に係る大スパン構造建築物において用いられる梁を示す図である。
【図３】Ｈ型鋼とラチスとの溶接方法を示す図である。
【図４】本発明に係る大スパン構造建築物の変更例の基礎部分を示す平面図である。
【図５】各基礎を独立させた場合における基礎構造の第一実施形態を示す分解斜視図であ
る。
【図６】各基礎を独立させた場合における基礎構造の第一実施形態を示す図であって、（
ａ）は平面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図、（ｄ）は側面図である。
【図７】第一実施形態の基礎構造の変形例を示す図であって、（ａ）～（ｄ）図において
上方に底面図、下方に正面図を夫々示している。
【図８】各基礎を独立させた場合における基礎構造の第二実施形態である。
【図９】第二実施形態の基礎構造の構築方法についての説明図である。
【図１０】第二実施形態の基礎構造の構築方法についての説明図である。
【図１１】第二実施形態の基礎構造の構築方法についての説明図である。
【図１２】第二実施形態の基礎構造の構築方法についての説明図である。
【図１３】第二実施形態の基礎構造の構築方法についての説明図である。
【図１４】第二実施形態の基礎構造の構築方法についての説明図である。
【図１５】第二実施形態の基礎構造の構築方法についての説明図である。
【図１６】第二実施形態の基礎構造の構築方法についての説明図である。
【図１７】従来の中高層建築物の一般的な構造を示す図であって、（ａ）は基礎部分を示
す平面図、（ｂ）はＡ－Ａ’断面図、（ｃ）はＢ－Ｂ’断面図である。
【００４８】
１　　　基礎
２　　　柱
３　　　梁
４　　　Ｈ型鋼
４ａ　　フランジ
５　　　ラチス
６　　　ラチス材
７　　　隣り合うラチス材の端面同士の隙間
８　　　ラチス材とＨ型鋼のフランジとの対向面同士の隙間
９　　　地中梁
１０　　杭
１１　　杭頭プレート
１２　　中間プレート
１７　　ベースプレート
２０　　杭
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２１　　管状カバー
２２　　コンクリート又は高強度樹脂モルタル

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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